
請願第４号 

 

子供に行き届いた教育を求める請願 

 

紹介議員  星野 幸治 

             

（請願趣旨） 

私たちは、学校が一人一人の子供たちに行き届いた教育を保障する場であってほ

しいと願っています。また、全ての子供たちにとって笑顔で生き生きと生活できる

場であってほしいと願っています。 

そのためには、教育条件の抜本的改善が必要です。教育予算を増額し、未来を生

きる子供たちや保護者・学校教職員が切実に願っている条件整備を行っていただき

たいと考えています。 

野田市の教育の充実発展のため、以下の請願項目について検討し、実現に向けて

御努力いただくように強く要望するものです。 

 

（請願項目） 

子供たちの命と健康を守るため、また、災害時における安全な避難場所となるよ 

うに、全ての小中学校体育館へのエアコン設備を早急に設置してください。 

 

令和５年１１月２７日 

 

野田市議会議長 山口 克己 様 

 

 

請願者 

                柏市明原１－５－１２ 東葛教育会館２０１号 

                東葛教職員組合気付 

                 ゆきとどいた教育をもとめる野田連絡会 

代表 坂野 大輔 外７９４名 

 



請願第５号 

 

「特定商取引法平成２８年改正における５年後見直しに基づく 

同法の抜本的改正を求める意見書」採択に関する請願 

 

紹介議員  滝本 恵一 

 

（請願趣旨） 

１ 特定商取引法は、これまで幾度も改正が繰り返されてきましたが、平成 28 

年の改正の際、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、こ 

の法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加 

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの 

とする。」との、いわゆる５年後見直しが附則に定められました。 

そして、2022年 12月１日に施行から５年が経過しました。 

２ 令和４年版消費者白書によると、全国の消費生活センター等に寄せられた消 

費生活相談は 85.2万件であり、ここ 15年ほど高止まりが続いている状況です。 

そして、この消費生活相談のうち、特定商取引法の対象取引分野に関する相 

談は全体の 54.7％という高い比率を占めています。 

65歳以上の高齢者の相談では、訪問販売の割合が 14.4％、電話勧誘販売の割 

合が 8.1％であり、65歳未満の割合の２倍を超えています。 

特に、認知症等高齢者においては、訪問販売・電話勧誘販売の相談が 48.6％ 

と圧倒的多数を占めており、判断力の衰えた高齢者が悪質商法のターゲットに 

されていることがうかがわれます。 

また、世代全体で見ると、インターネット通販に関する相談が 27.4％と最多 

となっており、デジタル社会の進展やコロナ禍の影響からインターネット通販 

におけるトラブルが増加しています。 

 さらに、マルチ取引は、相談件数全体に占める割合は 1.1％であるものの、 

20歳代においては 5.1％と高い比率を示しており、今後は成年年齢引下げに伴 

う被害のさらなる増加が心配されます。 

３ このように、平成 28年改正後も特定商取引法の対象取引分野における消費 

者相談は高止まりを示しており、幅広い世代の消費者被害を防止、救済するた 

めには、この５年後見直しを機に、特定商取引法の抜本的改正がなされること 

が急務となっています。 

  ４ 以上の理由により、消費者被害を防止、救済し、消費者の安心安全な生活を 

確保するため、貴議会に請願いたします。 

 

 

 

 

 



（請願項目） 

    幅広い世代の消費者被害を防止、救済するために、「特定商取引法平成 28 

年改正における５年後見直しに基づく同法の抜本的改正を求める意見書」を貴 

議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁宛てに意見書を御提出 

いただきたくお願い申し上げます。 

   

 

令和５年１１月２８日 

 

野田市議会議長 山口 克己 様 

 

 

 

請願者 

                     千葉市中央区中央４丁目１３番９号 

                     千葉県弁護士会 

                      会長 菊地 秀樹 



